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第１章 総則 

 

第１節 計画の目的 

この計画は、市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある原子力災害等に

対処するため、市、県、防災関係機関が取るべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力防災

対策の推進を図り、市民の不安を解消し、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的と

する。 

特に、平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震を起因とする東京電力株式会

社福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の拡散の状況を考慮すると、愛知県内には

原子力発電所又は原子炉施設(以下、「原子力発電所等」という。)は立地しておらず、予防的

防護措置を準備する区域(PAZ：Precautionary Action Zone・原子力施設からおおむね半径５

㎞)及び緊急防護措置を準備する区域(UPZ：Urgent Protective Action Planning Zone・原子

力施設からおおむね半径 30 ㎞)に含まれてはないものの、市境からおおむね 73㎞の位置にあ

る中部電力株式会社浜岡原子力発電所や、おおむね 153 ㎞の位置にある関西電力株式会社美

浜原子力発電所を始めとする静岡県内、福井県内の原子力発電所といった本市に影響が考え

られる原子力発電所等において、万一、原子力緊急事態が発生した場合に備えて、市民の生

命、身体及び財産の保護を最優先に考え、市民の心理的動揺や混乱をできる限り低く抑え、風

評被害を始めとする社会的混乱に基づく市民生活や地域産業に係るダメージを最小限に抑え

るため、想定される事態に備えるものである。 

 

第２節 計画の性格及び基本方針 

第１ 田原市の地域に係る原子力災害対策の基本となる計画 

この計画は、田原市の地域に係る原子力災害対策の基本となるもので、「県地域防災計画」

の「原子力災害対策計画」に基づいて作成したものである。 

第２ 田原市における他の災害対策との関係 

この計画は、「市地域防災計画」の「原子力災害対策編」として定めるものであり、この計

画に定めのない事項については、「市地域防災計画(風水害等災害対策編、地震災害対策編、

津波災害対策編)」によるものとする。 

第３ 計画の修正 

この計画は、法第 42 条の規定に基づき、毎年検討を加え、防災基本計画又は市の体制、組

織等の見直し等により修正の必要があると認める場合には、これを変更するものとする。 

第４ 計画の対象とする災害 

(1) 放射性物質災害 

放射性物質(放射性同位元素等による放射性障害の防止に関する法律に規定する放射性
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同位元素等をいい、次の(2)に記載する燃料物資等を除く。)の取扱いに係る災害をいう。 

(2) 原子力災害 

愛知県における核燃料物質等(原子力基本法第３条第１条に規定する核燃料物質、核原料

物質をいう。)の事業所外の運搬中の事故による災害及び県外における原子力発電所等の事

故の発生に伴う災害をいう。 

 

第３節 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第１ 実施責任 

１ 市 

市は、法の基本理念にのっとり市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を原子力災

害等から保護するため、防災の第一次的責任者として、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

２ 県 

県は、法の基本理念にのっとり県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を原子力災

害等から保護するため、災害が市町村の区域を越えて広域にわたるとき、災害の規模が大き

く市で処理することが不適当と認められるとき、あるいは防災活動内容において県域を越え

た統一的処理を必要としたり、市町村間の連絡調整を必要とするときなどに、指定地方行政

機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施

する。 

また、市及び指定地方公共機関の防災活動を援助し、かつ、その調整を行う。 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、法の基本理念にのっとり県の地域並びに地域住民の生命、身体及び

財産を原子力災害等から保護するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協

力し、防災活動を実施するとともに、市及び県の活動が円滑に行われるよう勧告、指導・助言

等の措置を取る。 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、法の基本理念にのっとりその業務の公共性又は公

益性に鑑み、自ら防災活動を実施するとともに、市及び県の活動が円滑に行われるようその

業務に協力する。 

また、指定公共機関及び指定地方公共機関は、指定行政機関、指定地方行政機関、市及び県

の長に対し、応急措置の実施に必要な労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求める

ことができる。 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、法の基本理念にのっとり、平常時から災害

予防体制の整備を図るとともに、災害時には、応急措置を実施する。 

また、市、県及びその他防災関係機関の防災活動に協力する。 
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第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 市 

機関名 内 容 

市 

(1) 原子力防災に関する情報の収集伝達を行う。 

(2) 情報収集・連絡体制等の整備を行う。 

(3) 原子力防災に関する知識の普及、啓発を行う。 

(4) 原子力防災業務関係者に対する研修を行う。 

(5) 放射線測定器等資機材の整備を行う。 

(6) 屋内退避、避難指示を行う。 

(7) 健康被害防止に係る整備を行う。 

(8) 放射性物質による汚染の除去への協力を行う。 

(9) 飲料水・食品等の摂取制限等を行う。 

(10) 風評被害等の未然防止、被害軽減のための広報活動を行う。 

(11) 各種制限措置の解除を行う。 

(12) 心身の健康相談体制の整備を行う。 

２ 県 

機関名 内 容 

県 

（1）原子力事業者との通報・連絡体制の整備を行う。 

（2）情報収集・連絡体制等の整備を行う。 

(3) 環境放射線モニタリングを実施する。 

(4) 原子力防災に関する知識の普及、啓発を行う。 

(5) 原子力防災業務関係者に対する研修を行う。 

(6) 放射線測定器等資機材の整備を行う。 

(7) 健康被害防止に係る整備を行う。 

(8) 自衛隊の災害派遣要請を行う。 

(9) 放射性物質による汚染の除去への協力を行う。 

(10) 緊急輸送体制を確保する。 

(11) 飲料水・食品等の摂取制限等を行う。 

(12) 風評被害等の未然防止、被害軽減のための広報活動を行う。 

(13) 各種制限措置の解除の指示を行う。 

(14) 心身の健康相談体制の整備を行う。 

県警察 

（1）放射線測定器等資機材の整備を行う。 

（2）交通管理体制の整備を行う。 

（3）避難の誘導及び屋内退避の呼びかけを行う。 

（4）県民等への情報伝達活動を行う。 

（5）警察庁等への通報を行う。 
（6）交通規制及び緊急輸送の支援を行う。 

（7）社会秩序の維持を行う。 

３ 指定地方行政機関 
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機関名 内 容 

中部管区警察局 
(1) 事故の発生に係る警察庁等への通報を行う。 

(2) 広域交通規制の調整を行う。 

東海財務局 

原子力緊急事態宣言が発せられた場合の応急措置等のため必要が

あると認められるときは、管理する国有財産について、関係法令等の

定めるところにより、無償貸付等の措置を適切に行う。 

東海農政局 
（1）農業への影響に関する情報等の収集・連絡を行う。 

（2）応急用食料の供給体制の整備を行う。 

中部運輸局 輸送手段調達のあっせん、輸送確保のための連絡調整を行う。 

第四管区海上保安本

部 

（1）情報の収集及び海上保安庁等への通報を行う。 

（2）海上における環境放射線モニタリングへの支援を行う。 

（3）現場海域への入域制限及び人命救助を行う。 

（4）周辺海域の在船舶等に対する情報の周知を行う。 

名古屋地方気象台 放射能影響の早期把握等に資する防災気象情報の県への提供を行

う。 

愛知労働局 
（1）事故等の発生に係る厚生労働省への通報を行う。 

 （2）事業者に対する労働者退避等措置の指示を行う。 

国土地理院中部地方測量部 関係する地域の防災地理情報の県への提供を行う。 

４ 自衛隊 

機関名 内 容 

自衛隊 

災害派遣要請者(県知事、第四管区海上保安本部長)からの要請に

基づき、防災活動を実施するとともに、災害の発生が突発的で、そ

の救援が特に急を要し要請を待ついとまがないときは、要請を待つ

ことなく防災活動を実施する。 

なお、実施する防災活動を例示すると、おおむね次のとおりであ

る。 

(1) 被害状況の把握を行う。 

(2) 緊急時モニタリングの支援を行う。 

(3) 人員及び物資の緊急輸送を行う。 

５ 指定公共機関（原子力事業者を除く） 

機関名 内 容 

ＮＴＴ西日本株式会

社、エヌ・ティ・テ

ィ・コミュニケーショ

ンズ株式会社、KDDI株

式会社、株式会社NTT

ドコモ、ソフトバンク

株式会社、楽天モバイ

ル株式会社 

事故発生直後の輻輳対策措置を行う。 
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６ 指定地方公共機関 

機関名 内 容 

一般社団法人愛知県

トラック協会 

原子力災害対策用物資の輸送に関し協力を行う。 

豊橋鉄道株式会社 
災害対策に必要な物資及び避難者等の人員の輸送に関し協力を行

う。 

７ 原子力事業者 

機関名 内 容 

中部電力株式会社、

関西電力株式会社、

日本原子力発電株式

会社、国立研究開発

法人日本原子力研究

開発機構 

(1) 原子力防災体制の整備を行う。 

(2) 放射線測定設備及び原子力防災資機材等の整備を行う。 

(3) 緊急事態応急対策等の活動で使用する施設及び設備の整

備、点検を行う。 

 (4) 原子力防災教育を実施する。 

 (5) 原子力防災訓練を実施する。 

(6) 関係機関との連携を行う。 

 (7) 災害状況の把握及び県への情報伝達・報告を行う。 

(8) 応急措置を実施する。 

(9) 緊急事態応急対策を行う。 

(10) 放射性物質による汚染の除去への協力を行う。 
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第２章 放射性物質災害予防対策 

 

○ 基本方針 

放射性物質災害が発生した場合に備え、連絡体制の整備、必要資機材の備蓄、訓練等の予防対策

を実施することにより、発災時における被害拡大防止を図るものとする。 

 

第１節 防災対策の実施 

事業者は、施設等の防災対策を実施することにより、安全管理に万全を期するものとす

る。 

(1) 関係法令の遵守 

(2) 盗難及び不正持ち出し防止の推進 

(3) 施設の不燃化等の推進 

(4) 放射線による被ばくの予防対策の推進 

(5) 施設等における放射線量の把握 

(6) 自衛消防体制の充実 

(7) 通報体制の整備 

(8) 放射性物質を取り扱う業務関係者への教育の実施 

(9) 防災訓練等の実施 

 

第２節 放射線防護資機材等の整備 

予防対策を実施する各機関(事業者、市、県、県警察、愛知労働局、中部運輸局及び第四

管区海上保安本部)は、必要に応じ、放射線測定器(個人用被ばく線量測定用具を含む。)、

放射線防護服等防護資機材の整備を図るものとする。 

 

第３節 放射線防護資機材等の保有状況等の把握 

(1) 愛知労働局、市及び県は、放射性物質に対する防災対策を円滑に実施するため、放射性物

質を保有する事業者、放射線防護資機材の保有状況等の防災対策資料の把握に努めるもの

とする。 

(2) 県は、放射性物質取扱事業者、研究機関及び自衛隊等放射線防護資機材保有機関との平

常時及び緊急時における連携の強化を図るものとする。 

 

第４節 原子力災害に対応する医療機関の把握 

放射線被ばく者の措置については、専門医の診断が必要とされるが、県内に原子力災害に

対応する医療機関が存在しないため、市及び県は、原子力災害時に被災地域の原子力災害医

療の中心となって機能する原子力災害拠点病院等の連絡先の把握に努めるものとする。 

 

第５節 災害に関する知識の習得及び訓練等 

防災関係機関は、放射性物質に関する基礎知識、参考資料等を収集、習得するとともに、

災害時の状況に即した訓練及びシステム維持等に努めるものとする。 
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第３章 原子力災害予防対策 

 

○ 基本方針 

核燃料物質等の運搬中に事故が発生した場合又は県外の原子力発電所等において異常が発生し

た場合に備え、連絡体制の整備、必要資機材の備蓄、訓練等の予防対策を実施することにより、発

災時における被害拡大防止を図るものとする。 

 

第１節 原子力事業者との連携 

県は、中部電力株式会社、関西電力株式会社、日本原子力発電株式会社及び国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構(以下、「４原子力事業者」という。)と連携して、他の防災関

係機関に適宜情報提供を行う。 

 

第２節 情報の収集・連絡体制等の整備 

市は、国、県、原子力発電所等が所在する県(以下「所在県」という。)、原子力事業者、

その他防災関係機関と核燃料物質等や原子力災害に関する原子力防災の基礎知識の収集及び

連絡を円滑に行うため、次に掲げる事項について体制等を整備する。 

第１ 市と関係機関相互の連携体制の整備 

市は、原子力災害に対し万全を期すため、国、県、所在県、原子力事業者、その他防災関

係機関との間において確実な情報の収集・連絡体制の一層の整備・充実を図る。また、夜間

休日の場合等においても対応できる体制の整備を図る。 

 

第３節 原子力防災に係る専門家の派遣要請の手続きの確認 

市は、原子力事業者から特定事象発生の通報を受けた場合に、必要に応じ国に専門家の派

遣を要請するための手続きをあらかじめ定めておくものとする。 

 

第４節 防災対策の実施  

原子力事業者は、以下の原子力災害予防対策を行う。 

(1) 原子力防災体制の整備 

(2) 原子力防災組織の運営 

(3) 輸送容器周辺の放射線量の把握 

(4) 放射線測定設備及び原子力防災資機材等の整備 

(5) 緊急事態応急対策等の活動で使用する資料の整備 

(6) 緊急事態応急対策等の活動で使用する施設及び設備の整備、点検 

(7) 原子力防災教育の実施 

(8) 原子力防災訓練の実施 

(9) 関係機関との連携 

 

第５節 避難所等の確保 

市は、国等の指示に基づく屋内退避、避難誘導等に備え、施設管理者の同意を得て避難所
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の確保に努める。 

なお、施設の選定に当たっては、放射性プルームによる被ばくを低減化するため、地震・

津波による崩壊の危険性が少なく、かつ気密性の高い施設が望ましい。 

また、施設においては、放射性物質の流入を防ぐ対策について検討しておくものとする。 

さらに、市は、一時的に避難するための退避所として、同様の施設の確保に努める。 

 

第６節 可搬型測定機器の取扱の習熟 

市は、緊急時に備え、可搬型測定機器の取扱に関し、研修会の実施等を通じてその習熟に

努める。 

 

第７節 緊急輸送態勢の確保 

(1) 県警察は、緊急時の応急対策が円滑に行われるよう、災害等発生前における緊急通行車

両の確認申出の推進に努める。 

(2) 県は、国及び市等の道路管理者と協力し、緊急時の応急対策に関する立入制限及び緊急

輸送活動を円滑に行えるよう情報連絡体制の維持に努める。 

 

第８節 健康被害防止に係る整備 

第１ 原子力災害に対応する医療機関の把握 

放射線被ばく者の措置については、専門医の診断が必要とされるが、県内に原子力災害に

対応する医療機関が存在しないため、県及び市は、あらかじめ専門医を置く国立研究開発法

人量子科学技術研究開発機構等の県外の原子力災害拠点病院等の連絡先を把握する。 

第２ 放射線防護資機材等の整備 

予防対策を実施する各機関(原子力事業者、市、県警察、県、中部運輸局及び第四管区海

上保安本部)は、必要に応じ、放射線測定器(個人用被ばく線量測定用具を含む。)、放射線

防護服等防護資機材の整備を図るものとする。 

第３ 放射線防護資機材等の保有状況等の把握 

市は、核燃料物資等に対する防災対策を円滑に実施するため、放射線防護資機材の保有状

況等の防災対策資料の把握に努めることとする。 

第４ スクリーニング及び人体の除染の体制の整備 

市及び県は、スクリーニング及び人体の除染が迅速に実施できるよう、体制の整備を図

る。 

第５ 原子力災害医療調整官の配置 

県は、災害時に、被ばくに係る傷病者の搬送先の指示等を行う原子力災害医療調整官をあ

らかじめ定めておく。 

 

第９節 風評被害対策 

(1) 市は、原子力災害による風評被害等を未然に防止するため、国、県、関係団体等と連携

し、報道機関等の協力を得て、農林水産物、工業品等の適正な流通、輸出の促進及び観光客

の減少の未然防止のため、平常時からの的確な情報提供等に努めることとする。 

(2) 市は、農林水産物、工業品等の安全性の説明に当たっては、日頃から具体的かつ分かりや
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すく明確な説明に努める。 

(3) 市及び県は、市民等に対し、原子力災害における的確な行動や風評被害等の軽減のため、

第 11節に定める知識の普及と啓発を行う。 

 

第１０節 市民等への的確な情報伝達体制の整備 

(1) 市は、国及び県と連携し、特定事象発生後の経過に応じて、市民等に提供すべき情報の項

目について整理する。 

(2) 市は、市民の的確な行動等につなげるため、正確かつ分かりやすい情報を迅速に伝達で

きるよう、体制等の整備及び第 12節に定める研修の充実を図る。 

(3) 市は、国、県と連携し、市民等からの問い合わせに対応する市民相談窓口の設置等につい

て、あらかじめその方法、体制等について定める。 

(4) 市は、原子力災害の特殊性に鑑み、国及び県と連携し、高齢者、障害者、乳幼児、外国人

などの要配慮者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周

辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に対する情報伝達体制

の整備に努める。 

(5) 県は、災害情報共有システム(L アラート)の活用などテレビ放送局、ラジオ放送局、コミ

ュニティ放送局、FM電波を利用した文字多重放送、Web サイト、広報用電光掲示板、CATV、

携帯電話(緊急速報メール機能を含む。)等の多様なメディアの活用体制の整備に努める。 

 

第１１節 原子力防災に関する市民等に対する知識の普及と啓発 

災害時に的確な行動を取るためには平常時から原子力災害や放射線等に対する正しい理解

を深めることが重要であることから、市は、市民等に対し、次に掲げる項目等の原子力防災

に関する知識の普及啓発を行うこととし、必要な場合には原子力事業者に協力を求めるもの

とする。 

また、教育機関においては、防災に関する教育の充実に努めるものとする。 

(1) 放射性物質及び放射線の特殊性に関すること 

(2) 原子力災害とその特殊性に関すること 

(3) 市、県及び４原子力事業者が講じる対策の内容に関すること 

(4) 緊急時に市民等が取るべき行動及び留意事項等に関すること 

 

第１２節 原子力防災業務関係者に対する研修 

市は、防災関係機関と連携して、以下に掲げる事項等について、原子力防災業務関係者に

対する研修を必要に応じ実施することとし、必要な場合には原子力事業者に協力を求めるも

のとする。 

(1) 原子力防災体制、連絡体制及び組織に関すること 

(2) 原子力発電所等の概要に関すること 

(3) 原子力災害とその特殊性に関すること 

(4) 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

(5) モニタリング実施方法及び機器に関すること 

(6) 緊急時に県や国等が講じる対策の内容 
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(7) 緊急時に市民等が取るべき行動及び留意事項に関すること 

(8) その他緊急時対応に関すること 

 

第１３節 原子力防災に関する情報伝達訓練等の実施 

市及び県は、必要に応じて情報伝達等の原子力防災に関する訓練を実施することとし、必

要な場合には４原子力事業者に協力を求める。 

 

第１４節 県外からの避難者の受入に関する事前調整 

県は、避難元都道府県の要請に基づき、県外からの避難者の受入れが円滑に行われるよう、

事前に受け入れ体制の調整に努めるものとする。 
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第４章 活動態勢（組織の動員配備） 

 

○ 基本方針 

市長は、法第 23 条の２、又は原子力災害対策特別措置法第 22 条の規定に基づき、応急対策の推

進を図る中心的な組織として速やかに災害対策本部を設置し、その活動態勢を確立する。 

各防災関係機関は、災害の発生を防御し、応急的救助を行う等災害の拡大を防止するための活動

態勢を整備する。 

要員（資機材も含む。）の配置等については、複合災害の発生も念頭において行う。 

感染症の流行下において、原子力災害が発生した場合、住民等の被ばくによるリスクと感染拡大

によるリスクの双方から、市民の生命・健康を守ることを最優先とする。具体的には、避難又は一

時移転を行う場合には、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、避難所・避難車両等

における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手

指衛生等の感染対策を実施する。 

 

第１節 災害対策本部の設置・運営 

市は、市の区域において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、第一次的な防災上

の責務を有する団体として、関係法令、県地域防災計画及び市地域防災計画の定めるところ

により、県、他の市町村、指定地方行政機関、市内の公共的団体、住民等の協力を得て、その

有する全機能を発揮し災害応急対策を行う。 

第１ 組織及び活動体制 

市長は、災害対策の責務を遂行するため、あらかじめ災害に対処するための職員の動員、

組織、配備態勢、情報連絡体制等を、休日、夜間等の勤務時間外における体制を含め定めて

おくものとする。 

第２ 災害対策本部の設置又は廃止の県等への報告  

市長は、災害対策本部を設置又は廃止したときは、直ちにその旨を県へ報告するととも

に、警察署、消防署等の関係機関に通報するものとする。 

第３ 災害救助法が適用された場合の体制 

市長は、市の地域に災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて、災害救助法に

基づく救助事務を執行するものとする。 

 

第２節 防災関係機関における活動体制等 

第１ 組織及び活動体制 

防災関係機関は、災害発生時においてその所掌する災害応急対策を速やかに実施するとと

もに、他の防災関係機関が実施する災害応急対策が円滑・的確に行われるよう、相互の緊密

な協力体制を整えておくものとする。 

第２ 勤務時間外における体制の整備 

防災関係機関は、休日及び夜間の勤務時間外における災害発生に備えた情報連絡体制をあ

らかじめ整えておくものとする。 
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第３節 原子力防災業務関係者の防護対策 

市、県及び防災関係機関は、必要に応じ、その管轄する原子力防災業務関係者に対し、防

護服、防護マスクなどの放射線防護資機材を調達し、被災地域へ派遣された職員の安全確保

に配慮する。 

また、県は、必要に応じ、市等やその他防災関係機関に対して、防護対策に必要な情報を

提供するものとする。 

 

第４節 職員の派遣要請 

第１ 国の職員の派遣要請（法第２９条、原子力災害対策特別措置法第１０条） 

災害応急対策又は災害復旧を実施するに当たり、当該機関の職員のみでは不足する場合、

市長は、指定地方行政機関の長に対して職員の派遣を要請することができる。 

なお、原子力災害対策特別措置法第10条第１項前段に規定する事象が発生した場合は、内

閣総理大臣及び原子力規制委員会(事務所外運搬にあっては内閣総理大臣、原子力規制委員

会及び国土交通大臣)に対し、その事態の把握のため専門知識を有する職員の派遣を要請す

ることができる。 

第２ 職員の派遣要請（地方自治法第２５２条の１７） 

市長は、市の事務処理のため特別の必要があると認める場合、他の市町村長に対して、職

員の派遣を要請することができる。 

第３ 職員派遣のあっせん要求（法第３０条） 

法第29条の規定による職員の派遣について、市長は、知事に対してあっせんを求めること

ができる。 

また、地方自治法第252条の17の規定による職員の派遣について、市長は知事に対し、あ

っせんを求めることができる。 
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第５章 放射性同位元素取扱事業所等における 

  放射性物質災害発生時の応急対策 
 

○ 基本方針 

放射性物質に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合は、地域住民

等を放射線から守るため、第一次的責任者である事業者のほか、防災関係機関も放射性物質災害応

急対策を実施する。 

地震、風水害等の大規模災害に伴い放射性物質災害が発生した場合は、停電等により情報収集・

連絡活動、モニタリング、屋内退避・避難誘導等の防護活動等に支障が出る可能性があることから、

市地域防災計画の風水害等災害対策編、地震災害対策編又は地震災害対策編も踏まえて対処する

ものとする。 

 

第１節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

第１ 事故等の発生に係る通報 

事業者は、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合は、直ちに所轄

労働基準監督署、県警察、第四管区海上保安本部、市、消防機関等へ通報するものとする。 

第２ 事故等の発生に係る県への通報 

市は、事業者から事故等の発生の通報を受けた場合、県へ事故等の発生について直ちに通

報する。 

第３ 事故等の発生に係る消防庁等への通報 

県は、県警察又は第四管区海上保安本部から事故等の発生について通報があった場合は、

直ちに周辺市町村及び国(消防庁)へ通報するとともに、必要に応じて災害対策本部を設置

し、関係機関、関係市町村との連絡調整を図るものとする。 

第４ 情報の伝達系統 

放射性物質災害が発生した場合における情報の収集・伝達は、次のとおりとする。 

 

方面本部
（東三河総局）

愛知県警察本部

事業者

市
民
等

愛知県
防災局

田原市
（消防機関）

報道機関

豊橋労働基準監督署

第四管区海上保安本部

愛知労働局

周辺市町村

中部管区警察局

警察庁

文部科学省

名古屋地方気象台

自衛隊

消防庁

海上保安庁

厚生労働省



原子力災害対策編 

第６編 原子力災害対策／第５章 放射性同位元素取扱事業所等における 

放射性物質災害発生時の応急対策   
 

462 

第２節 放射線障害の発生又は拡大防止措置 

事業者は、放射線障害のおそれがある場合、又は放射線障害が発生した場合は、放射線障

害の発生の防止、又は拡大を防止するための緊急措置を実施するものとする。 

 

第３節 警戒区域の設定及び住民等の立入り制限、避難誘導等の措置 

１ 警戒区域の設定及び住民等の立入り制限、退去等の措置 

市は、事業者に対し、災害防止のための措置を取るよう指示し、又は自らその措置を講

じ、必要があるときは、警戒区域を設定し、住民等の立入り制限、退去等の措置を実施する

とともに、地域住民に対し広報活動を行うものとする。 

２ 周辺住民等の避難の誘導及び屋内退避の呼びかけ 

県警察は、市と緊密に連携し、人命の安全を第一に、周辺住民、旅行者、滞在者等に対す

る避難の誘導及び屋内退避の呼びかけ、その他の防護活動を行うものとする。 

 

第４節 消防活動（消火・救助・救急） 

市は、放射性物質に係る消防活動(消火・救助・救急)については、「原子力施設等におけ

る消防活動対策マニュアル」を例に実施するものとする。 

 

第５節 広報活動の実施 

市及び県警察は、協同して周辺住民等に対する広報活動を行うものとする。 

 

第６節 交通の確保 

県警察は、必要に応じて交通規制を実施する。 

 

第７節 放射線防護資機材の貸出しのあっせん 

県は、応急措置実施機関に対して、必要に応じて、放射線防護資機材保有機関からの放射

線防護資機材の貸出しをあっせんする。 

 

第８節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

１ 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

県は、国等の専門家の指導・助言を得て、事業者、国及び消防機関と協力してモニタリン

グを行い、その結果を公表する。 

２ 海上における環境放射線モニタリングへの支援 

第四管区海上保安本部は、海上におけるモニタリングに関し、都道府県知事からの要請に

備え必要な準備をするとともに、要請があった場合は、巡視船艇等を出動させ、現地に動員

された国、県、市等のモニタリング要員、機材を搭載し、必要な支援を行うものとする。 

 

第９節 事業者に対する労働者退避等措置の指示 

愛知労働局は、必要に応じ、事業者に対し、労働者の退避等の措置を指示するものとす

る。 
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第１０節 医療関係活動 

(1) 市は、放射線被ばく及び放射能汚染の可能性が認められるような場合は、スクリーニン

グ及び除染等の対応可能な施設にあらかじめ協力依頼等の措置を講じる。 

(2) 市は、放射線被ばく者の措置については、スクリーニング及び除染等の処置を行い、必要

な診断・治療を行うことのできる原子力災害拠点病院等に適切に搬送が行えるよう当該医

療機関等と調整を行う。 
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第６章 核燃料物質等の輸送中の事故における応急対策 

 

○ 基本方針 

核燃料物質等の輸送中に災害が発生した場合の被害の範囲は、原子力発電所等の事故に比べ相

当狭くなるものと考えられる。しかし、市民の二次災害防止を基本として、防災関係機関との連携

をより緊密にしながら、次の対策を取るものとする。 

地震、風水害等の大規模災害に伴い原子力災害が発生した場合は、停電等により情報収集・連絡

活動、モニタリング、屋内退避、避難誘導等の防護活動、緊急輸送活動等に支障が出る可能性があ

ることから、市地域防災計画の風水害等災害対策編又は地震災害対策編も踏まえて対処するもの

とする。 

 

第１節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

第１ 事故等の発生に係る市町村等への通報等 

事業者は、事故が発生したときは、事故の概要等について原子力規制庁に直ちに通報し、

市、県、県警察、消防機関、第四管区海上保安本部に速やかに通報するとともに、事故現場

周辺の放射線量測定等必要な対策を実施し、その状況を市、県、県警察、消防機関に連絡す

るものとする。 

第２ 事故の発生に係る県等への連絡 

市は、事業者等から、事故の概要、放射線量、除染活動の状況、負傷者の有無等の確認を

行い、県、県警察、消防庁等関係機関に情報伝達を行う。 

第３ 事故に係る情報収集及び防災関係機関等への連絡 

県は、事故の概要、放射線量、防除活動の状況、負傷者の有無等の確認を行い、現場の状

況把握に努める。 

また、防災関係機関への情報伝達を行うとともに、周辺市町村に事故の概要及び対策等を

連絡する。 

第４ 農業への影響に関する情報等の収集・連絡 

東海農政局は、農業への影響に関する情報等の収集を行うとともに、県、関係機関に連絡

する。 

第５ 伝達系統 

事故が発生した場合における情報の収集・伝達系統は、次のとおりとする。 
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第２節 放射線の測定、汚染の防止等 

事業者は、放射線の測定、汚染の防止又は拡大を防止するための緊急措置を実施するもの

とする。 

 

第３節 専門的知識を有する職員の派遣要請 

市は、必要に応じて、国に専門的知識を有する職員の派遣を要請する。 

 

第４節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

第１ 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

県は、国等の専門家の指導・助言を得て、事業者、国及び消防機関と協力してモニタリン

グを行い、その結果を公表する。 

第２ 海上における環境放射線モニタリングへの支援 

第四管区海上保安本部は、海上におけるモニタリングに関し、都道府県知事からの要請に

備え必要な準備をするとともに、要請があった場合は、巡視船艇等を出動させ、現地に動員

された国、県、市等のモニタリング要員、機材を搭載し、必要な支援を行うものとする。 

 

第５節 原子力災害合同対策協議会への出席 

市は、国の設置する原子力災害合同対策協議会に出席し、情報や対策の調整を行う。 

 

第６節 市民等に対する屋内退避、避難指示 

第１ 複合災害が発生した場合 

複合災害が発生した場合においても人命の安全を第一とし、自然災害による人命への直接

的なリスクが極めて高い場合等には、自然災害に対する避難行動を取り、自然災害に対する

安全が確保された後に原子力災害に対する避難行動を取ることを基本とする。 

東海農政局

愛知県

防災局

消防庁

周辺市町村

第四管区海上保安本部 海上保安庁

田原市
（消防機関）

方面本部
（東三河総局）

名古屋地方気象台事業者

自衛隊

市

民
等

報道機関

原子力規制庁

中部管区警察局

愛知県警察本部 警察庁
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第２ 避難指示 

市長は、必要に応じて避難指示を行う。 

また、原子力緊急事態宣言に際しては、国が示した避難すべき地域の住民等の屋内退避、

避難指示を速やかに実施する。 

第３ 広報活動等による避難等の支援 

県は、原子力緊急事態宣言に際しては、国が示した避難すべき地域の住民等が放射線の影

響を受けないように、市の住民等の屋内退避、避難指示が速やかになされるよう広報活動等

により支援する。 

第４ 周辺住民等の避難の誘導及び屋内退避の呼びかけ 

県警察は、市と緊密に連携し、人命の安全を第一に、周辺住民、旅行者、滞在者等に対す

る避難の誘導及び屋内退避の呼びかけ、その他の防護活動を行うものとする。 

第５ 現場海域への入域制限及び人命救助等 

第四管区海上保安本部は、事業者と協力して、現場海域への入域制限、人命救助等の措置

を実施する。 

 

第７節 市民等への的確な情報伝達 

第１ 市民等への情報伝達活動 

市、県及び県警察は、連携して市民等に対する情報提供及び広報を多様な媒体を活用して

迅速かつ的確に行う。 

情報提供及び広報に当たっては、要配慮者、一時滞在者等に情報が伝わるよう配慮すると

ともに、国や事業者と連携し情報の一元化を図り、情報の空白時間がないよう定期的な情報

提供に努める。 

また、県は、報道機関の協力を得て、原子力災害に関する情報を広く県内外に向けて提供

し、市民の生命、身体及び財産を保護するため、原子力災害に伴う社会的混乱や風評被害を

未然に防ぎ、あるいはその軽減に努める。 

第２ 市民等からの問い合わせに対する対応 

市は、健康相談窓口において、心身の健康相談に応じる。また、食品の安全等に関する相

談、農林水産物の生産等に関する相談等に対応する窓口を設置して、速やかに市民等からの

問い合わせに対応する。 

第３ 周辺海域の在泊船等に対する情報の周知 

第四管区海上保安本部は、周辺海域の在泊船、沿岸地域の市民等に対して、市及び県、関

係機関と連携して情報提供を行う。 

 

第８節 医療関係活動 

(1) 市は、放射線被ばく及び放射線汚染の可能性が認められるような場合は、スクリーニン

グ及び除染等の対応可能な施設にあらかじめ協力依頼等の措置を講じる。 

(2) 市は、放射線被ばく者の措置については、スクリーニング及び除染等の処置を行い、必要

な診断・治療を行うことのできる原子力災害拠点病院等に適切に搬送が行えるよう当該医

療機関等と調整を行う。 
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第９節 消防活動（消火・救助・救急） 

市(消防機関)は、放射性物質に係る消防活動(消火・救助・救急)については、「原子力施

設等における消防活動対策マニュアル」を例に実施するものとする。 

第１０節 自衛隊への災害派遣要請等 

第１ 自衛隊への災害派遣要請 

県は、受入体制を整え、自衛隊に災害派遣を要請する。 

第２ 災害派遣要請に基づく活動 

自衛隊は、災害派遣要請に基づき、モニタリングの支援、被害状況の把握、避難援助、応

急医療、救護、人員及び物資の緊急輸送、その他を行うものとする。 

 

第１１節 汚染された食品等の流通防止 

県は、食品等が汚染された場合は、汚染された食品等の流通防止を行う。 

 

第１２節 交通の確保 

第１ 交通規制の実施 

県警察は、必要に応じて交通規制を実施する。 

第２ 広域交通規制の調整 

中部管区警察局は、広域交通規制の調整を行うものとする。 

 

第１３節 輸送の確保 

中部運輸局は、輸送手段調達のあっせん、輸送確保のための連絡調整、輸送機関の安全輸

送確保等に関する指導、監督を行うものとする。 

 

第１４節 輻輳対策 

ＮＴＴ西日本株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会

社、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社及び楽天モバイル株式会社は、事故発生報

道後の輻輳対策措置を講じるものとする。 
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第７章 県外の原子力発電所等における異常時対策 

 

○ 基本方針 

４原子力事業者との各合意内容に該当する異常が発生し、本市に災害が発生するおそれがある

とき、又は災害が発生した場合、放射性物質の拡散又は放射線の影響から、市民の生命、身体、財

産を保護するため、市、県、防災関係機関はできる限り早期に的確な応急対策を実施する。 

地震、風水害等の大規模災害時に県外の原子力発電所等に係る事故等が発生した場合には、停電

等により情報収集・連絡活動、モニタリング、屋内退避、避難誘導等の防護活動、緊急輸送活動等

に支障が出る可能性があることから、市地域防災計画の風水害等災害対策編又は地震災害対策編

も踏まえて対処するものとする。 

 

第１節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

第１ 県への情報伝達・報告 

４原子力事業者は、各合意内容に基づき、県に対して内容を通報するとともに、その対策

について速やかに報告するものとする。 

第２ 防災関係機関への情報伝達 

県は、４原子力事業者との各合意内容に基づき情報収集を行い、防災関係機関、市町村等

へ情報を伝達する。 

第３ 国、所在県及び隣接県との連携 

県は、国、所在県及び隣接県と連携し、情報収集、情報交換を行い、必要に応じて所在県

に職員を派遣するなど自ら情報収集活動を実施し、事故の状況、その他県への影響を把握

し、効率的、効果的に応急対策が行えるよう努める。 

また、収集した情報は、必要に応じて随時市、防災関係機関へ連絡する。 

第４ 気象情報の提供 

名古屋地方気象台は、県から４原子力事業者の県外の原子力発電所等における異常時の通

報を受けた場合、必要に応じて放射能影響の早期把握に資する防災気象情報を県に提供する

ものとする。 

第５ 県内の地域が緊急事態応急対策実施区域になった場合の対応 

県外の原子力発電所等の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、県内の

地域が原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域になった場合、県及び当該区域

に係る市町村は原子力災害合同対策協議会へ職員を出席させ、原子力事業所の状況、モニタ

リング情報、住民避難・屋内退避等の状況と併せて、国、所在県の緊急事態応急対策活動の

状況を把握するとともに、市町村及び県が行う応急対策について協議する。 

第６ 情報の伝達系統 

４原子力事業者の県外の原子力発電所等において、各合意内容に規定する内容に該当する

場合における情報の収集・伝達系統は、次表のとおりとする。 
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第２節 緊急事態応急対策等の実施 

４原子力事業者は、以下の緊急事態応急対策を行う。 

(1) 通報連絡等 

(2) 応急措置の実施 

(3) 緊急事態応急対策 

 

第３節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

第１ 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

(1) 県は、国及び原子力事業者等が実施し、オフサイトセンターに集約された緊急時のモニ

タリングの結果を収集するとともに、環境放射能調査におけるモニタリングを強化し、そ

の調査結果を速やかに関係機関、関係市町村等に連絡し、併せて市民等に情報提供する。 

また、モニタリングの測定データに高い値が見受けられた場合には、県は、関係市町村

と連携して可搬型測定機器により一般環境中の空間放射線量率の測定をさらに強化し、そ

の調査結果についても、速やかに関係機関等に連絡するとともに市民等に情報提供する。 

(2) 県は、モニタリング結果の公表は、県民等に的確な情報提供を行うため、測定結果の妥

当性に留意するものとする。 

第２ 海上における環境放射線モニタリングへの支援 

第四管区海上保安本部は、海上におけるモニタリングに関し、都道府県知事からの要請に

備え必要な準備をするとともに、要請があった場合は、巡視船艇等を出動させ、現地に動員

された国、県、市等のモニタリング要員、機材を搭載し、必要な支援を行うものとする。 

 

第４節 飲料水・食品等の放射能濃度の測定 

(1) 県は、OIL の基準による国からの指示に応じて水道水、流通食品、農林水産物等の放射能

報道機関 

愛知県 

 

 

関係部局

県関係地方機関 

中部管区警察局 

愛知県警察本部 

名古屋地方気象台 

第四管区海上保安本部 

陸上自衛隊第 10 師団 

航空自衛隊小牧基地 

公益社団法人愛知県医師会 

日本赤十字社愛知県支部 

名古屋港管理組合 

田原市 

(消防関係機関) 

市
民
等 

電話又は 

FAX 

県 Web サイト 

防災行

政無線 

FAX 

４ 原 子 力

事業者 

 

中部電力 

関西電力 

日本原電 

原子力機構 

放送等 

県関係地方機関 
FAX 
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濃度の測定を実施し、結果を県 Web サイト等で公表する。 

(2) 市及び水道事業者等は、OIL の基準による国からの指示に応じて放射能濃度の測定を実

施し、又は、県が実施する測定が円滑に行われるよう協力する。 

 

第５節 市民等への的確な情報伝達 

第１ 市民等への情報伝達活動 

市は、市民等に対する情報提供及び広報を多様な媒体を活用して迅速かつ的確に行う。 

情報提供及び広報に当たっては、要配慮者、一時滞在者等に情報が伝わるよう配慮すると

ともに、国や防災関係機関と連携し情報の一元化を図り、情報の空白時間がないよう定期的

な情報提供に努める。 

また、県は、報道機関の協力を得て、原子力災害に関する情報を広く県内外に向けて提供

し、市民の生命、身体及び財産を保護するため、原子力災害に伴う社会的混乱や風評被害を

未然に防ぎ、あるいはその軽減に努める。 

第２ 市民等からの問い合わせに対する対応 

市は、健康相談窓口において、心身の健康相談に応じる。また、食品の安全等に関する相

談、農林水産物の生産等に関する相談等に対応する窓口を設置して、速やかに市民等からの

問い合わせに対応する。 

 

第６節 国等からの指示に基づく屋内退避、避難誘導等の防護活動 

第１ 複合災害が発生した場合 

複合災害が発生した場合においても人命の安全を第一とし、自然災害による人命への直接

的なリスクが極めて高い場合等には、自然災害に対する避難行動を取り、自然災害に対する

安全が確保された後に原子力災害に対する避難行動を取ることを基本とする。 

第２ 国等からの指示に基づく屋内退避及び避難誘導 

(1) 市は、国等からの指示に基づき屋内退避又は避難に関する指示があった場合、市民等に

次の方法等で情報を提供する。 

ア 報道機関を通じたラジオ、テレビ、新聞などによる報道 

イ 警察署等での情報提供、警察用車両による広報活動 

ウ 消防本部の広報車等による広報活動 

エ 市の防災行政無線や広報車等による広報活動 

オ 電気・ガス・通信事業者、鉄道事業者、各種団体の協力による広報活動 

カ インターネット、Webサイト等の活用による情報提供 

(2) 市長は、国等からの指示に基づき屋内退避若しくは避難に関する指示があったときは、

住民等に対する屋内退避又は避難の指示の措置を講ずる。 

ア 屋内退避対象地域の住民等に対して、自宅等の屋内に退避するなど、必要な指示を行

う。必要に応じてあらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全

性を確認し、かつ管理者の同意を得た上で、退避所又は避難所を開設する。 

イ 避難誘導に当たっては、要配慮者とその付添人の避難を優先する。特に放射線の影響

を受けやすい妊婦、児童、乳幼児に配慮する。 

ウ 退避・避難のための立ち退きの指示を行った場合は、警察、消防等と協力し、市民等
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の退避・避難状況を的確に把握する。 

エ 退避所又は避難所の開設に当たっては、退避所又は避難所ごとに避難者の早期把握に

努めるとともに、情報の伝達、食料、水等の配布等について避難者、地域住民、自主防

災組織等の協力を得て、円滑な運営管理を図る。 

(3) 県警察は、市が上記(2)の措置を講ずる場合、市と緊密に連携し、人命の安全を第一に、

周辺住民、旅行者、滞在者等に対する屋内退避、避難の誘導及び屋内退避の呼びかけ、そ

の他の防護活動を行うものとする。 

第３ 広域避難活動 

(1) 県は、国等からの指示に基づき、県境を越える避難を行う必要が生じた場合は、避難先で

ある都道府県と協議を行う。 

(2) 国等からの指示に基づき、市の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合、他の市町村

に対し避難所の供与及びその他災害救助の実施に協力するよう要請する。 

 県は、必要に応じて避難先及び輸送ルートの調整を行う。市は、国等からの指示に基づ

き、避難者の把握、住民等の避難先の指定を行い、避難させる。 

(3) 市町村の区域を越えて避難を行う必要が生じた市町村からの要請に基づき避難者を受け

入れる場合、市は、避難所を開設するとともに必要な災害救助を実施する。 

(4) 豊橋鉄道株式会社は、市及び県と連携し、避難者の輸送を行う。 

(5) 自衛隊は、状況により市及び県と協力し、避難者の輸送に関する援助を行う。 

(6) 県は、広域避難活動に伴い、必要となるモニタリング、スクリーニングあるいは除染等の

作業に係る関連資機材の調達について、立地県や隣接県との緊密な連携による効率的、効

果的な実施に努める。 

第４ 屋内退避、避難を指示した区域における立入制限等 

県は、市長が国等からの指示に基づき屋内退避、避難を指示した区域について、外部から

車両等が進入しないよう指導するなど、立入制限等必要な措置を取るよう関係機関に要請す

る。 

 

第７節 医療関係活動 

(1) 市は、放射線被ばく及び放射能汚染の可能性が認められるような場合は、スクリーニン

グ及び除染等の対応可能な施設にあらかじめ協力依頼等の措置を講じる。 

(2) 市は、放射線被ばく者が生じた場合には、スクリーニング及び除染等の処置を行い、必要

な診断・治療を行うことのできる原子力災害拠点病院等に適切に搬送が行えるよう当該医

療機関等と調整を行う。 

 
第８節 消防庁からの要請に基づく消防活動 

(1) 県は、被災地の消防の応援等を行うため、消防組織法第 44条に基づき消防庁から緊急消

防援助隊(特殊災害部隊等)の出動要請があった場合には、特殊災害部隊(N 災害)登録消防

本部に対し、緊急消防援助隊の出動を要請する。 

(2) 特殊災害部隊(N 災害)登録消防本部は、県からの要請に応じ、速やかに要請を受けた部隊

を出動させる。 
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第９節 放射性物質による汚染の除去 

第１ 放射性物質による汚染の除去 

原子力事業者は、原子力災害により放出された放射性物質により汚染された地域が確認さ

れた場合は、国、県、関係市町村等と協力して汚染の除去等を行う。 

第２ 放射性物質による汚染の除去への協力 

市及び県その他防災関係機関は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、

国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすもの

とする。 

 

第１０節 緊急輸送・交通の確保 

第１ 緊急輸送体制の確立 

(1) 県は、市及び防災関係機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要に応じて

調整を行う。 

(2) 県は、人員、車両等に不足が生じたときは、関係機関に支援を要請するとともに、必要に

応じて隣接県に支援を要請する。 

第２ 緊急輸送の支援 

(1) 県警察は、被害の状況及び緊急度を考慮して、一般車両の通行を禁止する等の交通規制

を行う。 

(2) 県警察は、国等から派遣される専門家及び緊急事態応急対策を行うための装備資機材及

び人員の現地への輸送に関する支援に努めるものとする。 

 

第１１節 飲料水・食品等の摂取制限等 

第１ 飲料水・食品等の摂取制限等 

(1) 県は、国の指導・助言、指示があったとき、及び、県又は水道事業者等が実施したモニタ

リングの結果等により、国が示す指標等を超え、又は超えるおそれがあると認められると

きは、飲料水・食品等の摂取制限等の必要な措置を市又は水道事業者等に指示又は要請す

る。 

(2) 水道事業者等は、国及び県からの指示又は要請があったとき、及び、自ら実施したモニタ

リングの結果等により、国が示す指標等を超え、又は超えるおそれがあると認められると

きは、水道水の摂取制限等の必要な措置を行う。 

第２ 農林水産物の採取及び出荷制限 

(1) 県は、国の指導・助言及び指示に基づき、農林水産物の生産者、出荷団体及び市場の責任

者等に汚染農林水産物の採取の禁止、出荷制限等必要な措置を自ら行うか、市に指示又は

要請する。 

(2) 市は、国及び県からの指示があったとき又は放射線被ばくから地域住民を防護するため

に必要があると判断するときは、農林水産物の生産者、出荷団体及び市場の責任者等に汚

染農林水産物の採取の禁止、出荷制限等必要な措置を行う。 

第３ 汚染された食品等の流通防止 

県は、食品等が汚染された場合は、汚染された食品等の流通防止を行う。 
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第１２節 社会秩序の維持対策の実施 

第１ 治安の確保 

県は、県警察と連携し、国等からの指示に基づき避難指示等が行われた地域及びその周辺

における治安の確保について、万全を期すこととする。 

県警察は、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺の区域において、パトロールや生活の

安全に関する情報の提供等を行い、速やかな治安の確保に努めるものとする。 

第２ 流言飛語の防止 

県は、災害等に係る正確な情報を広報することにより、流言飛語を防止する。 

 

第１３節 風評被害等の影響の軽減 

(1) 市は、原子力災害による風評被害等の未然防止又は被害を軽減するために、国、県、関係

団体等と連携し、報道機関等の協力を得て、農林水産物、工業品等の適正な流通、輸出の促

進、観光客の減少防止のための広報活動を行うものとする。 

(2) 市は、農林水産物、工業品等の安全性の説明に当たっては、国等からの説明に基づき、具

体的かつ分かりやすく明確な説明に努め、被災地ばかりでなく被災地以外の地域に対して

も情報発信に努めるものとする。 

 

第１４節 輻輳対策 

ＮＴＴ西日本株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会

社、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社及び楽天モバイル株式会社は、事故等発生

報道後の輻輳対策措置を講じるものとする。 

 

第１５節 県外からの避難者の受入れ  

第１ 避難者の受入れ 

県外からの避難者の受入れは、避難元都道府県と調整した避難計画等によることとする

が、それによりがたい場合には次の対応を行う。 

(1) 緊急的な一時受入れ 

ア 県は、避難元都道府県と連携し、必要に応じて次の対応を行う。 

(ｱ) 県の有する施設を一時的な避難所として、当分の間提供する。 

なお、受入れに当たっては、要配慮者及びその家族を優先する。 

(ｲ) 市に対しその保有する施設を、県の対応に準じて避難所として設置するよう要請す

る。 

イ 市は、県に準じた対応を実施するよう努める。 

(2) 短期的な避難者の受入れ 

ア 県は、避難元都道府県と連携し、必要に応じて次の対応を行う。 

(ｱ) 被災自治体から避難者受入れの要請があった場合には、まず、緊急的な一時受入れ

と同様に、県又は市の施設で対応する。 

(ｲ) （ｱ）による受入れが困難な場合、市と協議の上、県内の旅館・ホテル等を県が借

り上げて、避難所とする。 

イ 市は、県に準じた対応を実施するよう努める。 
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(3) 中期的(６か月から２年程度)な避難者の受入れ 

ア 県は、避難元都道府県と連携し、必要に応じて次の対応を行う。 

(ｱ) 避難者に対しては、県営住宅への受入れを行う。また、市営住宅等の受入情報につ

いて提供を行う。 

(ｲ) 災害救助法に基づく要請を受け、民間賃貸住宅を県が借り上げ、応急仮設住宅とし

て提供する。 

(ｳ) 長期的に本県に居住する意向のある者については、住宅、仕事等の相談に対応する

など、定住支援を行う。 

イ 市は、県に準じた対応を実施するよう努める。 

第２ 避難者の生活支援及び情報提供 

(1) 市は、避難元都道府県等と連携し、県内に避難を希望する避難者に対して、住まい、生

活、医療、教育、介護などの多様なニーズを把握し、必要な支援につなげる。 

(2) 県は、避難者に関する情報について避難元都道府県を通じて避難元市町村への情報提供

に努める。 

(3) 市は、避難者に関する情報を活用し、避難者へ避難元市町村からの情報を提供するとと

もに、県及び県内市町村からの避難者支援に関する情報提供に努める。 
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第８章 災害復旧 

 

○ 基本方針 

本編は、原子力災害対策特別措置法第 15 条第４項の規定に基づき県の地域を対象とした原子力

緊急事態解除宣言が発出された場合の原子力災害事後の災害復旧対策を中心に示したものである

が、これ以外の場合であっても、原子力防災上必要と認められるときは、本編に示した対策に準じ

て対応するものとする。 

 

第１節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

県は、原子力緊急事態解除宣言後も引き続き、国及び４原子力事業者が実施する緊急時の

モニタリングの結果を収集するとともに、状況に応じて本編第７章第３節に規定する環境放

射能調査におけるモニタリングの強化体制を継続し、その調査結果を速やかに関係機関、市

等に連絡し、併せて県民等に情報提供する。 

 

第２節 放射性物質による汚染の除去 

第１ 放射性物質による汚染の除去 

原子力事業者は、原子力災害により放出された放射性物質により汚染された地域が確認さ

れた場合は、国、県、市等と協力して汚染の除去等を行う。 

第２ 放射性物質による汚染の除去への協力 

市及び県その他防災関係機関は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、

国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすもの

とする。 

 

第３節 各種制限措置の解除 

県は、緊急時モニタリング等による地域の調査、国が派遣する専門家、原子力規制委員会

等の判断等を踏まえ、原子力災害応急対策として実施された、立入制限、交通規制、飲料

水・食品等の摂取制限及び農林水産物の採取・出荷制限等各種制限措置の解除を関係機関に

指示するものとする。また、解除実施状況を確認するものとする。 

 

第４節 心身の健康相談の実施 

市は、健康相談窓口において市民に対する心身の健康に関する相談に応じる。 

なお、必要な場合には原子力事業者等関係機関に協力を求めることができる。 

 

第５節 風評被害等の影響の軽減 

(1) 市は、原子力災害による風評被害等の拡大防止又は被害を軽減するために、国、関係団体

等と連携し、報道機関等の協力を得て、農林水産物、工業品等の適正な流通、輸出の促進、

観光客の減少防止のための広報活動を行うものとする。 

(2) 市及び県は、農林水産物、工業品等の安全性の説明に当たっては、国、関係団体等と連携

し、科学的根拠に基づき、具体的かつ分かりやすく明確な説明に努め、被災地ばかりでなく
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被災地以外の地域に対しても情報発信に努めるものとする。 

(3) 市は、国、関係団体等と連携し、農林水産物、工業品等の適正な流通、輸出の促進及び観

光振興のために、農林水産業対策、産業振興対策、観光対策等の施策に十分に配慮を行うこ

ととする。 

また、農林水産物、工業品等の輸出支援の実施のため、外国政府等に対し、適切な情報提

供を行い、冷静な対応を要請するものとする。 

 

第６節 被災中小企業等に対する支援 

原子力被害や風評被害により影響を受けた中小企業等への資金繰りを支援するため、県

は、必要に応じ、中小企業高度化事業において「災害復旧貸付け」を行うとともに、融資制

度により、事業復旧に要する資金を融資することとし、中小企業の実情に応じた対応を行う

こととする。 

 

第７節 復旧・復興事業からの暴力団排除 

県警察は、復旧・復興事業への暴力団等の介入を阻止するため、暴力団等の動向把握に努

めるとともに、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働き掛けを行うな

ど、復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努めるものとする。 

 

第８節 災害地域に係る記録等の作成 

第１ 災害地域住民の記録 

市は、避難及び屋内避難措置を取った住民に対し、災害時に当該地域に所在した旨の証

明、また、避難所等において取った措置等を記録する。 

県は、市が行う災害地住民に係る記録に協力する。 

第２ 影響調査の実施 

県は、必要に応じ、農林水産業等の受けた影響について調査するものとする。 

第３ 災害対策措置状況の記録 

県は、関係機関の協力を得て、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措置を記

録しておくこととする。 
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付録 

 

今後原子力災害対策計画において検討を行うべき課題 

・OILの初期設定値の変更の在り方や放射線以外の人体への影響も踏まえた総合的な判断に基づく

OILの設定の在り方 

・中期モニタリング及び復旧期モニタリングの在り方、防護措置の実施方策に対応した緊急時モ

ニタリングの在り方及び情報の集約・評価等 

・東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う被ばく線量の管理の実態等を踏まえた緊急

時被ばく状況から現存被ばく状況・計画的被ばく状況への移行に関する考え方 

・透明性を確保し適切な防災対策の計画及び実施を実現するため、住民の理解や信頼を醸成する

ための情報を定期的に共有する場の設定等 

・県外からの避難者の受入に係る、避難調整 

※下線は、原子力規制委員会(原子力災害対策指針)における今後の検討課題 

 


